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(57)【要約】
【課題】画像内の人物の顔等、被写体を検出可能な画像
処理装置において、処理負荷を低減する。
【解決手段】被写体検出ステップ（ステップＳ６０２）
により検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて
記憶媒体に記録しておき（ステップＳ６０４）、画像を
再生する際等に、画像に対して被写体検出を実施済みか
どうかを判定し（ステップＳ６０１）、被写体検出未実
施であると判定された場合に、被写体検出ステップによ
り被写体検出を実施し、検出した被写体に関する情報を
画像に関連付けて記憶媒体に記録するようにする。これ
により、画像から顔情報を検出し利用する際の処理負荷
を低減することができる。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像から被写体を検出する被写体検出手段と、
　前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記録する記
録手段と、
　画像に対して被写体検出を実施済みかどうかを判定する被写体検出実施判定手段とを有
し、
　前記被写体検出実施判定手段により被写体検出未実施であると判定された場合に、前記
被写体検出手段により被写体検出を実施し、前記記録手段により検出した被写体に関する
情報を画像に関連付けて記録することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記被写体検出手段とは、人物の顔を検出する手段であることを特徴とする請求項１に
記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連
付けて、画像のヘッダ領域に記録することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記記録手段は、前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連
付けて、画像とは別のファイルとして記録することを特徴とする請求項１に記載の画像処
理装置。
【請求項５】
　前記被写体検出実施判定手段により被写体検出を実施済みかどうかを判定するのは、前
記被写体検出手段により被写体検出を実施するときであることを特徴とする請求項１に記
載の画像処理装置。
【請求項６】
　画像を表示する表示手段を更に有し、
　前記被写体検出実施判定手段により被写体検出を実施済みかどうかを判定するのは、前
記表示手段により画像を表示するときであることを特徴とする請求項１に記載の画像処理
装置。
【請求項７】
　画像から被写体を検出する被写体検出手段と、
　前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記録する記
録手段と、
　被写体検出処理アルゴリズムを識別する被写体検出アルゴリズム識別手段とを有し、
　前記被写体検出アルゴリズム識別手段により前記被写体検出手段の被写体検出処理アル
ゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異なると判断された場合に
、前記被写体検出手段により被写体検出を実施し、前記記録手段により検出した被写体に
関する情報を画像に関連付けて記録することを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　前記被写体検出アルゴリズム識別手段は、被写体検出処理アルゴリズムのバージョン情
報により被写体検出処理アルゴリズムの識別を行うことを特徴とする請求項７に記載の画
像処理装置。
【請求項９】
　前記被写体検出アルゴリズム識別手段は、被写体検出を実施した機器の情報により被写
体検出処理アルゴリズムの識別を行うことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記被写体検出手段とは、人物の顔を検出する手段であることを特徴とする請求項７に
記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記記録手段は、前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連
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付けて、画像のヘッダ領域に記録することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記記録手段は、前記被写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連
付けて、画像とは別のファイルとして記録することを特徴とする請求項７に記載の画像処
理装置。
【請求項１３】
　前記被写体検出アルゴリズム識別手段により被写体検出を実施済みかどうかを判定する
のは、前記被写体検出手段により被写体検出を実施するときであることを特徴とする請求
項７に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　画像を表示する表示手段を更に有し、
　前記被写体検出アルゴリズム識別手段により被写体検出を実施済みかどうかを判定する
のは、前記表示手段により画像を表示するときであることを特徴とする請求項７に記載の
画像処理装置。
【請求項１５】
　画像処理装置の制御方法であって、
　画像に対して被写体検出を実施済みかどうかを判定する被写体検出実施判定ステップと
、
　前記被写体検出実施判定ステップにより被写体検出未実施であると判定された場合に、
画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、
　前記被写体検出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒
体に記録する記録ステップとを有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１６】
　画像処理装置の制御方法であって、
　当該画像処理装置の被写体検出処理アルゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理ア
ルゴリズムとを識別する被写体検出アルゴリズム識別ステップと、
　前記被写体検出アルゴリズム識別ステップにより当該画像処理装置の被写体検出処理ア
ルゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異なると判断された場合
に、画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、
　前記被写体検出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒
体に記録する記録ステップとを有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１７】
　画像処理装置の制御をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　画像に対して被写体検出を実施済みかどうかを判定する被写体検出実施判定ステップと
、
　前記被写体検出実施判定ステップにより被写体検出未実施であると判定された場合に、
画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、
　前記被写体検出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒
体に記録する記録ステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　画像処理装置の制御をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　当該画像処理装置の被写体検出処理アルゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理ア
ルゴリズムとを識別する被写体検出アルゴリズム識別ステップと、
　前記被写体検出アルゴリズム識別ステップにより当該画像処理装置の被写体検出処理ア
ルゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異なると判断された場合
に、画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、
　前記被写体検出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒
体に記録する記録ステップとをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は画像処理装置に関し、特に画像内の人物の顔等、被写体を検出可能な画像処理
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像に写っている人物の顔領域を検出する技術が開発されている。この種の技術
については例えば特許文献１に開示がある。この技術では、顔領域を検出し、顔領域に注
目して画像の再生を行うことでユーザにとって見やすい画像の再生操作を提供すると共に
、検出された顔領域に関する情報（例えば、顔領域の位置や、傾き角度）を画像と関連付
けて記憶する。そして顔領域に注目した画像再生を行う際に利用することで、処理負荷を
低減するようにしている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２９３７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１で提案されている画像処理装置では、画像において顔領域が
検出されなかった場合や顔領域の検出を再度行った方がよい場合については考えられてい
ない。つまり、人物が写っていない画像を再生する際に、顔がないにも関わらず毎回顔領
域の検出を行うことになり、余計な処理負荷が発生するという問題があった。また、画像
と関連付けて記憶してある顔領域に関する情報は、より精度のよい検出が可能な場合、検
出を再度行い情報を更新できた方が望ましい。
【０００５】
　本発明は上記問題点を鑑みて、処理負荷を低減すると共に適切な被写体情報を利用可能
な画像処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の画像処理装置は、画像から被写体を検出する被写体検出手段と、前記被写体検
出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記録する記録手段と、画像
に対して被写体検出を実施済みかどうかを判定する被写体検出実施判定手段とを有し、前
記被写体検出実施判定手段により被写体検出未実施であると判定された場合に、前記被写
体検出手段により被写体検出を実施し、前記記録手段により検出した被写体に関する情報
を画像に関連付けて記録することを特徴とする。
　また、本発明の画像処理装置は、画像から被写体を検出する被写体検出手段と、前記被
写体検出手段により検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記録する記録手段と
、被写体検出処理アルゴリズムを識別する被写体検出アルゴリズム識別手段とを有し、前
記被写体検出アルゴリズム識別手段により前記被写体検出手段の被写体検出処理アルゴリ
ズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異なると判断された場合に、前
記被写体検出手段により被写体検出を実施し、前記記録手段により検出した被写体に関す
る情報を画像に関連付けて記録することを特徴とする。
　また、本発明の画像処理装置の制御方法は、画像に対して被写体検出を実施済みかどう
かを判定する被写体検出実施判定ステップと、前記被写体検出実施判定ステップにより被
写体検出未実施であると判定された場合に、画像から被写体を検出する被写体検出ステッ
プと、前記被写体検出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記
憶媒体に記録する記録ステップとを有することを特徴とする。
　また、本発明の画像処理装置の制御方法は、当該画像処理装置の被写体検出処理アルゴ
リズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとを識別する被写体検出アルゴリ
ズム識別ステップと、前記被写体検出アルゴリズム識別ステップにより当該画像処理装置
の被写体検出処理アルゴリズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異な
ると判断された場合に、画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、前記被写体検
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出ステップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒体に記録する記
録ステップとを有することを特徴とする。
　また、本発明のプログラムは、画像処理装置の制御をコンピュータに実行させるための
プログラムであって、画像に対して被写体検出を実施済みかどうかを判定する被写体検出
実施判定ステップと、前記被写体検出実施判定ステップにより被写体検出未実施であると
判定された場合に、画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、前記被写体検出ス
テップにより検出した被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒体に記録する記録ス
テップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
　また、本発明のプログラムは、画像処理装置の制御をコンピュータに実行させるための
プログラムであって、当該画像処理装置の被写体検出処理アルゴリズムと画像に実施済み
の被写体検出処理アルゴリズムとを識別する被写体検出アルゴリズム識別ステップと、前
記被写体検出アルゴリズム識別ステップにより当該画像処理装置の被写体検出処理アルゴ
リズムと画像に実施済みの被写体検出処理アルゴリズムとが異なると判断された場合に、
画像から被写体を検出する被写体検出ステップと、前記被写体検出ステップにより検出し
た被写体に関する情報を画像に関連付けて記憶媒体に記録する記録ステップとをコンピュ
ータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、被写体情報の検出処理を実施済みかどうかを示す情報、検出処理のア
ルゴリズムを識別する情報を持つことで、画像から被写体情報を検出し利用する際の処理
負荷を低減し、適切な被写体情報を利用可能な画像処理装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
＜撮像装置１００の構成説明＞
　図１は、本発明の画像処理装置を含む撮像装置の構成を示したブロック図である。
【０００９】
　図１において、１００は撮像装置である。１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備える
シャッター、１４は光学像を電気信号に変換する撮像素子、１６は撮像素子１４のアナロ
グ信号出力をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。１８は撮像素子１４、Ａ／
Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロック信号や制御信号を供給するタイミング発生回
路であり、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０により制御される。
【００１０】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。また画像処理回路２０に
よって画像の切り出し、変倍処理を行うことで電子ズーム機能が実現される。また画像処
理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演
算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御手段４０、測距制御手段４２に対して
制御を行う。これにより、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス
）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッ
シュプリ発光）処理が行われる。
【００１１】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理
回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を
制御する。Ａ／Ｄ変換器１６のデータは、画像処理回路２０及びメモリ制御回路２２を介
して、或いは直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或いはメモリ３０に
書き込まれる。
【００１２】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ・ＬＣＤ等から成る画像表
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示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／Ａ変換器２６
を介して画像表示部２８により表示される。また、画像表示部２８を用いて撮像した画像
データを逐次表示すれば、電子ファインダ機能を実現することが可能である。
【００１３】
　２８は画像表示部であり、システム制御回路５０の指示により任意に表示をＯＮ／ＯＦ
Ｆすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装置１００の電力消費を大幅
に低減することができる。
【００１４】
　３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像
や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。これにより、複数枚の静
止画像を連続して撮影する連射撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の画像書き
込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。また、メモリ３０はシステム制御回路
５０の作業領域としても使用することが可能である。
【００１５】
　３２は圧縮・伸長回路であり、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）、ウェーブレット変
換等により画像データを圧縮伸長し、またメモリ３０に格納された画像を読み込んで圧縮
処理或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００１６】
　４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御手段であり、フラッシュ４
８と連携することによりフラッシュ調光機能も有するものである。４２は撮影レンズ１０
のフォーカシングを制御する測距制御手段であり、４４は撮影レンズ１０のズーミングを
制御するズーム制御手段であり、４６はバリアである保護手段１０２の動作を制御するバ
リア制御手段である。４８はフラッシュであり、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光
機能も有する。露光制御手段４０、測距制御手段４２はＴＴＬ方式を用いて制御されてお
り、撮像した画像データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システ
ム制御回路５０が露光制御手段４０、測距制御手段４２に対して制御を行う。
【００１７】
　５０は撮像装置１００全体を制御するシステム制御回路、５２はシステム制御回路５０
の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。５４はシステム制御回路
５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像を用いて動作状態やメッセージ等を表示
する液晶表示装置等の表示部である。表示部５４は、撮像装置１００の操作部近辺の視認
し易い位置に単数或いは複数個所設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ等の組み合わせにより
構成されている。この表示部５４は、その一部の機能が光学ファインダ１０４内に設置さ
れている。
【００１８】
　表示部５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、単写／連写撮影表示
、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表
示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示等がある。ま
た、赤目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表
示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００の着脱状態表示、通信Ｉ
／Ｆ動作表示、日付・時刻表示等がある。また、表示部５４の表示内容のうち、光学ファ
インダ１０４内に表示するものとしては、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表
示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示等がある。
【００１９】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。６０、６２、６４、６６、７０、及び７２は、システム制御回路５０の各種の動
作指示を入力するための操作手段である。これら操作手段は、スイッチやダイアル、タッ
チパネル、視線検知によるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わ
せで構成される。ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００２０】
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　６０は電源スイッチ（メインスイッチ）であり、撮像装置１００の電源オン、電源オフ
の各モードを切り替え設定することができる。また、撮像装置１００に接続された各種付
属装置の電源オン、電源オフの設定も合わせて切り替え設定することができる。
【００２１】
　６２は第１シャッタースイッチＳＷ１であり、不図示のシャッターボタンの操作途中で
ＯＮとなり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作開始を指示する。６４
は第２シャッタースイッチＳＷ２であり、不図示のシャッターボタンの操作完了でＯＮと
なり、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介し
てメモリ３０に画像データを書き込む露光処理を指示する。更には、画像処理回路２０や
メモリ制御回路２２での演算を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、
圧縮・伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００に画像データを書き込む記録処理とい
う一連の処理の動作開始を指示する。
【００２２】
　６６はモードダイアルスイッチであり、自動撮影モード、撮影モード、パノラマ撮影モ
ード、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モードを切
り替え設定することができる。
【００２３】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部であり、メニューボタン、セットボ
タン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連
写／セルフタイマー切り替えボタン等を含む。また、メニュー移動＋（プラス）ボタン、
メニュー移動－（マイナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像移動－
（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付・時間設定ボタン、画
像表示ＯＮ／ＯＦＦボタン等を含む。また、撮影直後に撮影した画像データを画像表示部
２８を用いて自動再生表示するクイックレビュー機能を設定するクイックレビュースイッ
チ等を含む。また、上記プラスボタン及びマイナスボタンの各機能は、回転ダイアルスイ
ッチを備えることによって、より軽快に数値や機能を選択することが可能となる。
【００２４】
　７２はズームスイッチであり、撮影画角を望遠側にズームさせるテレスイッチ（ＳＷ）
と、広角側にズームさせるワイドスイッチ（ＳＷ）とからなる。このズームスイッチ７２
を用いてズーム制御手段４４に撮影レンズ１０のズーミングを指示し光学ズーム操作を行
ったり、画像処理回路２０による画像の切り出し、変倍処理し電子ズーム操作を行ったり
することができる。
【００２５】
　８０は電源制御手段であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロック
を切り替えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電
池残量の検出を行う。そして、検出結果或いはシステム制御回路５０の指示に基づいてＤ
Ｃ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体等を含む各部へ供給す
る。
【００２６】
　８２、８４はコネクタである。８６は電源手段であり、アルカリ電池やリチウム電池等
の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等か
らなる。
【００２７】
　９０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェースであり、９２は
メモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。９８はコネク
タ９２に記録媒体２００が装着されているか否かを検知する記録媒体着脱検知手段である
。
【００２８】
　１０２は、撮像装置１００のレンズ１０を含む撮像部を覆うことにより、撮像部の汚れ
や破損を防止するバリアである保護手段である。１０４は光学ファインダであり、画像表
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示部２８による電子ファインダ機能を使用すること無しに、光学ファインダのみを用いて
撮影を行うことを可能とする。また光学ファインダ１０４内には、表示部５４の一部の機
能、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタースピード表示
、絞り値表示、露出補正表示等が設置されている。
【００２９】
　１１０は通信手段であり、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、Ｓ
ＣＳＩ、モデム、ＬＡＮ、無線通信等の各種通信機能を有する。１１２は通信手段１１０
により撮像装置１００を他の機器と接続するコネクタ或いは無線通信の場合はアンテナで
ある。
【００３０】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２００は、半導
体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、撮像装置１００とのインタフェ
ース２０４と、撮像装置１００と接続を行うコネクタ２０６とを備えている。
【００３１】
＜メインルーチン＞
　図２は、本実施の形態に係る撮像装置１００の全体的な動作を説明するフローチャート
である。
　電源スイッチ６０が操作され電源がオンに切り替わると、ステップＳ２０１においてシ
ステム制御回路５０はフラグや制御変数等を初期化する。
【００３２】
　続いて、ステップＳ２０２において、システム制御回路５０は、電源制御手段８０によ
り電池等により構成される電源手段８６の残容量や動作情況が撮像装置１００の動作に問
題があるか否かを判断する。問題があるならばステップＳ２０４へ進み、表示部５４を用
いて所定の警告表示、また不図示のスピーカーを用いて警告音発音を行った後に、ステッ
プＳ２１３へ進み、システム制御回路５０は終了処理を行う。
【００３３】
　ステップＳ２０２で電源手段８６に問題が無いならば、ステップＳ２０３において、シ
ステム制御回路５０は、記録媒体２００の動作状態が撮像装置１００の動作、特に記録媒
体に対する画像データの記録再生動作に問題があるか否かを判断する。問題があるならば
ステップＳ２０４へ進み、表示部５４を用いて画像や音声により所定の警告表示を行った
後に、ステップＳ２１３へ進み、システム制御回路５０は終了処理を行う。
【００３４】
　ステップＳ２０３で記録媒体２００の動作状態に問題が無いならば、次にステップＳ２
０５、Ｓ２０７、Ｓ２０９において、システム制御回路５０は、モードダイヤル６６の設
定位置を判断する。
【００３５】
　静止画記録モードに設定されていたならば、システム制御回路５０は、ステップＳ２０
５からステップＳ２０６に進み、静止画記録モード処理を実行する。なお、本発明に係る
ステップＳ２０６の静止画記録モード処理の詳細は図１０を用いて後述の実施の形態で説
明する。また、モードダイヤル６６が動画記録モードに設定されていたならば、ステップ
Ｓ２０５、Ｓ２０７を経てステップＳ２０８に進み、動画記録モード処理を実行する。ま
た、モードダイヤル６６が再生モードに設定されていたならば、ステップＳ２０５、Ｓ２
０７、Ｓ２０９を経てステップＳ２１０に進み、再生モード処理を実行する。ステップＳ
２１０の再生モード処理は図３を用いて後述する。また、その他のモードに設定されてい
たならば、ステップＳ２１１に進み、システム制御回路５０は選択されたモードに応じた
処理を実行する。その他のモードとしては例えば記録媒体２００に格納されたファイルの
送信を行う送信モード処理、外部機器からファイルを受信して記録媒体２００に格納する
受信モード処理が含まれる。
【００３６】
　ステップＳ２０５、Ｓ２０７、Ｓ２０９、Ｓ２１１のうちのモードダイヤル６６によっ
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て設定されたモードに対応した処理を実行した後は、システム制御回路５０は、ステップ
Ｓ２１２に進む。そしてステップＳ２１２において、システム制御回路５０は電源スイッ
チ６０の設定位置を判断する。電源スイッチ６０が電源オンに設定されていれば、ステッ
プＳ２０５に戻る。一方、電源スイッチ６０が電源オフに設定されていたならば、ステッ
プＳ２１２からステップＳ２１３に進み、システム制御回路５０は終了処理を行う。なお
、終了処理には、例えば以下の処理が含まれる。すなわち、画像表示部２８の表示を終了
状態に変更し、保護手段１０２を閉じて撮像部を保護し、フラグや制御変数等を含むパラ
メータや設定値、設定モードを不揮発性メモリ５６に記録し、電源供給が不要な部分への
電源を遮断する。ステップＳ２１３の終了処理が完了すると、本処理を終了し、電源をＯ
ＦＦ状態へ移行させる。
【００３７】
＜再生モード処理＞
　次に図３は、本実施の形態に係る撮像装置１００の再生モード処理の動作を説明するフ
ローチャートである。図３のフローチャートは、図２のステップＳ２１０の詳細を示して
いる。なお、図３に示される再生モード処理は、モードダイヤル６６により他のモードへ
の切替が行われた場合や電源スイッチ６０がＯＦＦされた場合、又は割り込み処理等によ
り終了するものとする。
【００３８】
　ステップＳ３０１において、システム制御回路５０は、記録媒体２００から最新画像情
報を取得する。
【００３９】
　続いてステップＳ３０２において、システム制御回路５０は、ステップＳ３０１におけ
る最新画像情報の取得が正しく行われたかどうかをチェックする。最新画像情報を取得で
きなかった場合はステップＳ３０４に進む。最新画像情報を取得できない場合とは、画像
が一枚もないときや、メディア不良によって画像情報が取得できなかったような状態等が
考えられ、ステップＳ３０４において、システム制御回路５０は、画像なし等の警告表示
を行う。最新画像情報が取得できれば、少なくとも画像が１枚は存在するため、ステップ
Ｓ３０３へ進む。
【００４０】
　ステップＳ３０３において、システム制御回路５０は、ステップＳ３０１で取得した最
新画像情報を元に記録媒体２００から最新画像ファイルを読み込みメモリ３０に記憶する
。
【００４１】
　次に、ステップＳ３０５において、システム制御回路５０は、ステップＳ３０３におい
てメモリ３０に読み込んである最新画像ファイルに対してファイル解析処理を行い、最新
画像ファイルにおける画像の撮影情報や属性情報等を取得する。
【００４２】
　次にステップＳ３０６において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んであ
る最新画像ファイルの画像データを圧縮・伸長回路３２により、画像伸長処理を行いメモ
リ３０に書き込む。
【００４３】
　続いてステップＳ３０７において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んで
ある最新画像ファイルに対して顔情報解析処理を行う。顔情報解析処理では、対象画像フ
ァイルが顔検出済みであるかを判定し、顔検出済みでない場合に顔検出を実行し顔情報を
記録する。ステップＳ３０７の顔情報解析処理の詳細は図４を用いて後述する。
【００４４】
　続いてステップＳ３０８において、システム制御回路５０は、メモリ３０にある伸長処
理済みの最新画像の表示を行う。画像の表示は次のように行われる。伸長した画像データ
を画像処理回路２０により、表示形式のデータに変換し、メモリ制御回路２２を介して画
像表示メモリ２４に転送する。そして、画像表示メモリ２４に転送した表示データを読み
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出して、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６を介してＬＣＤ等の画像表示部２８に表
示する。
【００４５】
　ステップＳ３０８において最新画像の表示が完了すると撮像装置１００は入力待ちとな
り、ステップＳ３０９において、システム制御回路５０は、ユーザによる操作入力がある
かどうかをチェックする。ここでいう操作入力とは、ユーザによるボタン、電池蓋に対す
る操作や、電源の低下等を知らせるイベント等が含まれる。何も入力がなければ入力があ
るまで現在の状態のまま待つ。何らかの操作入力があった場合、ステップＳ３１０へ進む
。
【００４６】
　ステップＳ３１０において、システム制御回路５０は、当該操作入力が操作部７０に含
まれる画像送りボタンの入力かどうかを判定する。操作入力が画像送りボタンであった場
合、ステップＳ３１１に進み、システム制御回路５０は、記録媒体２００から次の画像フ
ァイルを読み込みメモリ３０に記憶する。画像送りのボタンは送り方向に応じた一対のボ
タンで構成されており、操作されたボタンに対応する送り方向に応じて次の画像が読み込
まれることになる。
【００４７】
　次に、ステップＳ３１２において、システム制御回路５０は、ステップＳ３１１におい
てメモリ３０に読み込んである次の画像ファイルに対してファイル解析処理を行い、次の
画像ファイルにおける画像の撮影情報や属性情報等を取得する。
【００４８】
　次に、ステップＳ３１３において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んで
ある次の画像ファイルの画像データを圧縮・伸長回路３２により、画像伸長処理を行いメ
モリ３０に書き込む。続いてステップＳ３１４において、システム制御回路５０は、メモ
リ３０に読み込んである次の画像ファイルに対して顔情報解析処理を行う。ステップＳ３
１４の顔情報解析処理は、ステップＳ３０７と同様である。
【００４９】
　そしてステップＳ３１５において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んで
ある次の画像の表示を行う。なお、画像の表示はステップＳ３０８と同様の処理である。
ステップＳ３１５における画像の表示が完了するとステップＳ３０９の入力待ちに戻る。
【００５０】
　また、ステップＳ３１０において入力が画像送りボタンではないと判定された場合、シ
ステム制御回路５０は、ステップＳ３１６に進む。ステップＳ３１６では、システム制御
回路５０は、画像送りボタン以外の操作入力に応じた処理を行う。例えば、画像の消去、
画像の編集処理、マルチ再生への切り替え、メニューボタンによるメニュー表示等である
。ステップＳ３１６における操作入力に応じた処理を終えるとステップＳ３０９の入力待
ちに戻る。
【００５１】
＜顔情報解析処理＞
　次に図４は、図３のステップＳ３０７及びステップＳ３１４における顔情報解析処理の
動作を説明するフローチャートである。
　ステップＳ４０１において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘッダ（ヘ
ッダ領域）又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに記録されている顔検出
実施済みフラグにより画像に対して顔検出を実施済みかどうかの判定を行う。すでに顔検
出実施済みであった場合はステップＳ４０３に進む。なお、ステップＳ４０１の処理は、
本発明でいう被写体検出実施判定手段の処理に対応する。
【００５２】
　次に、ステップＳ４０３において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘッ
ダ又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに記録されている、以前の顔検出
処理で得られた顔情報を読み出す。そして、システム制御回路５０の内部メモリ或いはメ
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モリ５２に記憶する。ここで言う顔情報とは、顔の有無、顔の個数、それぞれの顔のサイ
ズ（幅・高さ）や位置座標、信頼性係数といった情報である。このようにすることで、す
でに顔検出済みであり、かつ顔が検出されていた場合、ピント確認や顔の拡大表示といっ
た顔情報を用いた表示を行う際に、表示の度に顔検出を行うことによる負荷の増大を防ぐ
ことができる。また、すぐに顔情報を取得し、すばやく表示を行うことが可能になる。更
には、顔が検出されなかった場合にも、同じ画像に対し再度無駄に顔検出を行うことを防
ぐことが可能となる。
【００５３】
　一方、まだ顔検出未実施（被写体検出未実施）であった場合、ステップＳ４０２におい
て、システム制御回路５０は、メモリ３０に格納されている伸長済みの対象画像に対して
顔検出処理を行う。この顔検出処理については図５を用いて後述する。なお、ステップＳ
４０２の処理は、本発明でいう被写体検出手段の処理に対応する。
【００５４】
　次に、ステップＳ４０４において、システム制御回路５０は、顔検出処理の結果得られ
た顔情報をシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶すると共に、対象
画像のファイルヘッダ又は対象画像と関連付けた別ファイルに記録する。ここでいう顔情
報とは、顔の有無、顔の個数、それぞれの顔のサイズ（幅・高さ）や位置座標、信頼性係
数といった情報である。
【００５５】
　続いて、ステップＳ４０５において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘ
ッダ又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに、顔検出実施済みフラグをＯ
Ｎとして記憶する。このようにすることで、同じ画像に対して何度も顔検出を行う必要が
なくなり、二度目以降は以前の顔検出の結果を利用できるため無駄な処理を省き処理の負
荷増大を防ぐことが可能になる。
【００５６】
＜顔検出処理＞
　図５は、図４のステップＳ４０２における顔検出処理の動作を説明するフローチャート
である。
　ステップＳ５０１において、システム制御回路５０は、顔検出対象の画像データを画像
処理回路２０に送る。
【００５７】
　次に、ステップＳ５０２において、システム制御回路５０の制御下で画像処理回路２０
は、当該画像データに水平方向バンドパスフィルタを作用させる。また、ステップＳ５０
３において、システム制御回路５０の制御下で画像処理回路２０は、ステップＳ５０２で
処理された画像データに垂直方向バンドパスフィルタを作用させる。これら水平及び垂直
方向のバンドパスフィルタにより、画像データからエッジ成分が検出される。
【００５８】
　次に、ステップＳ５０４において、システム制御回路５０は、検出されたエッジ成分に
関してパターンマッチングを行い、目及び鼻、口、耳の候補群を抽出する。
【００５９】
　次に、ステップＳ５０５において、システム制御回路５０は、ステップＳ５０４で抽出
された目の候補群の中から、予め設定された条件（例えば２つの目の距離、傾き等）を満
たすものを、目の対と判断し、目の対があるもののみ目の候補群として絞り込む。
【００６０】
　次に、ステップＳ５０６において、システム制御回路５０は、ステップＳ５０５で絞り
込まれた目の候補群とそれに対応する顔を形成する他のパーツ（鼻、口、耳）を対応付け
、また、予め設定した非顔条件フィルタを通すことで、顔を検出する。
【００６１】
　そして、ステップＳ５０７において、システム制御回路５０は、ステップＳ５０６によ
る顔の検出結果に応じて上記顔情報を出力し、処理を終了する。このとき、顔の数等の特
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徴量をメモリ５２に記憶する。
【００６２】
　以上、本実施の形態では、画像表示前に必ず顔情報解析処理を行い、顔検出未実施だっ
た場合は顔検出を行い顔情報を記録するようにし、顔検出実施済みであった場合は顔検出
を行わず、記録した顔情報を利用し得るようにした。これにより、画像から顔情報を検出
し利用する際の処理負荷を低減することができる。
【００６３】
（第２の実施の形態）
＜顔情報解析処理の別の実施の形態＞
　次に本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、前述第１の実施の
形態における顔情報解析処理の別の態様であり、以下の図６に示す手順に従い処理を行う
ようにしたものである。なお、撮像装置１００の構成は第１の実施の形態と同様のもので
あるため、説明は省略する。
【００６４】
　図６は、図３のステップＳ３０７及びステップＳ３１４における顔情報解析処理の本実
施の形態に係る動作を説明するフローチャートである。
　ステップＳ６０１において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘッダ又は
対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに記録されている顔検出実施済みフラグ
により画像に対して顔検出を実施済みかどうかの判定を行う。まだ顔検出未実施であった
場合は、ステップ６０２に進む。また、すでに顔検出実施済みであった場合、ステップＳ
６０３に進む。
【００６５】
　ステップＳ６０３において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘッダ又は
対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに記録されている顔検出処理アルゴリズ
ムのバージョンを、撮像装置１００におけるアルゴリズムのバージョンと比較する。ここ
で撮像装置１００における顔検出処理アルゴリズムのバージョンと同じ又はそれより新し
い場合、対象画像のファイルヘッダ又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイル
に記録されている顔情報より精度の高い情報は撮像装置１００では得られない。そのため
、ステップＳ５０７において、システム制御回路５０は、そのまま顔情報を読み出し、シ
ステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶する。
【００６６】
　一方、顔検出処理アルゴリズムのバージョンが撮像装置１００のものより古い場合は、
撮像装置１００における新しいアルゴリズムの顔検出処理を行うことで、対象画像のファ
イルヘッダ等に記録されている顔情報より精度の高い情報が得られる。そのため、記録さ
れている顔情報を破棄し、ステップＳ６０２に進む。なお、ステップＳ６０３の処理は、
本発明でいう被写体検出アルゴリズム識別手段に対応し、上記顔検出処理アルゴリズムは
、本発明でいう被写体検出処理アルゴリズムに対応する。
【００６７】
　ステップＳ６０２において、システム制御回路５０は、メモリ３０に格納されている伸
長済みの対象画像に対して顔検出処理を行う。この顔検出処理は図４のステップＳ４０２
同様であり、具体的には前述の図５のような処理を行う。
【００６８】
　次に、ステップＳ６０４において、システム制御回路５０は、顔検出処理の結果得られ
た顔情報をシステム制御回路５０の内部メモリ或いはメモリ５２に記憶すると共に、対象
画像のファイルヘッダ又は対象画像と関連付けた別ファイルに記録する。
【００６９】
　続いて、ステップ６０５において、システム制御回路５０は、対象画像のファイルヘッ
ダ又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに記録されている顔検出実施済み
フラグをＯＮにする。さらに、ステップＳ６０６において、システム制御回路５０は、対
象画像のファイルヘッダ又は対象画像と関連付けられて保存された別ファイルに、顔検出
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バージョン情報として撮像装置１００における顔検出アルゴリズムのバージョンを記憶す
る。このようにすることで、二度目以降は以前の顔検出の結果を利用できるため、同じ画
像に対して何度も顔検出を行うことによる処理の負荷増大を防ぐことができる。また、顔
検出処理アルゴリズムのバージョンを判定することで、より精度のよい検出が可能である
場合は再度顔検出を行うようにできるため、常に適切な顔情報を取得することが可能にな
る。
【００７０】
　以上、本実施の形態では、画像表示前に必ず顔情報解析処理を行い、顔検出未実施だっ
た場合は顔検出を行い顔情報を記録するようにし、顔検出実施済みであった場合は顔検出
を行わず、記録した顔情報を利用し得るようにした。更には、顔検出処理アルゴリズムの
バージョンを判定し、以前のバージョンだった場合は再度顔検出を行い顔情報を記録する
ようにするようにした。これにより、画像から顔情報を検出し利用する際の処理負荷を低
減することができ、また、常に適切な顔情報を利用できるようにすることができる。なお
、本実施の形態では、顔検出処理アルゴリズムのバージョンをバージョン情報を比較する
ことで識別するようにしたが、顔検出を実施した撮像装置の機器情報に基づき識別するよ
うにしてもよい。
【００７１】
（第３の実施の形態）
＜再生モード処理の別の実施の形態＞
　次に本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施の形態は、前述第１の実施の
形態における再生モード処理の別の態様であり、以下の図７に示す手順に従い処理を行う
ようにしたものである。以下の実施の形態では、第１の実施の形態のように画像表示前に
必ず顔情報解析処理を行うのではなく、ピント確認処理のような顔情報を必要とする処理
を行う際に顔情報解析処理を行うようにしている。なお、撮像装置１００の構成は第１の
実施の形態と同様のものであるため、説明は省略する。
【００７２】
　図７は、本実施の形態に係る撮像装置１００の再生モード処理の動作を説明するフロー
チャートである。図７に示される再生モード処理は、モードダイヤル６６により他のモー
ドへの切替が行われた場合や電源スイッチ６０がＯＦＦされた場合、又は割り込み処理等
により終了するものとする。
　ステップＳ７０１において、システム制御回路５０は、記録媒体２００から最新画像情
報を取得する。
【００７３】
　続いてステップＳ７０２において、システム制御回路５０は、ステップＳ７０１におけ
る最新画像情報の取得が正しく行われたかどうかをチェックする。最新画像情報を取得で
きなかった場合はステップＳ７０４に進む。最新画像情報を取得できない場合とは、画像
が一枚もないときや、メディア不良によって画像情報が取得できなかったような状態等が
考えられ、ステップＳ７０４において、システム制御回路５０は、画像なし等の警告表示
を行う。最新画像情報が取得できれば、少なくとも画像が１枚は存在するため、ステップ
Ｓ７０３へ進む。
【００７４】
　ステップＳ７０３において、システム制御回路５０は、ステップＳ７０１で取得した最
新画像情報を元に記録媒体２００から最新画像ファイルを読み込みメモリ３０に記憶する
。
【００７５】
　次に、ステップＳ７０５において、システム制御回路５０は、ステップＳ７０３におい
てメモリ３０に読み込んである最新画像ファイルに対してファイル解析処理を行い、最新
画像ファイルにおける画像の撮影情報や属性情報等を取得する。
【００７６】
　次に、ステップＳ７０６において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んで
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ある最新画像ファイルの画像データを、圧縮・伸長回路３２により、画像伸長処理を行い
メモリ３０に書き込む。
【００７７】
　続いて、ステップＳ７０７において、システム制御回路５０は、メモリ３０にある伸長
処理済みの最新画像の表示を行う。画像の表示は次のように行われる。伸長した画像デー
タを画像処理回路２０により、表示形式のデータに変換し、メモリ制御回路２２を介して
画像表示メモリ２４に転送する。そして、画像表示メモリ２４に転送した表示データを読
み出して、メモリ制御回路２２、Ｄ／Ａ変換器２６を介してＬＣＤ等の画像表示部２８に
表示する。
【００７８】
　ステップＳ７０７において最新画像の表示が完了すると撮像装置１００は入力待ちとな
り、ステップＳ７０８において、システム制御回路５０は、ユーザによる操作入力がある
かどうかをチェックする。ここでいう操作入力とは、ユーザによるボタン、電池蓋に対す
る操作や、電源の低下等を知らせるイベント等が含まれる。何も入力がなければ入力があ
るまで現在の状態のまま待つ。何らかの操作入力があった場合、ステップＳ７０９へ進む
。
【００７９】
　ステップＳ７０９において、システム制御回路５０は、当該操作入力が操作部７０に含
まれる画像送りボタンの入力かどうかを判定する。操作入力が画像送りボタンであった場
合、ステップＳ７１０へ進み、システム制御回路５０は、記録媒体２００から次の画像フ
ァイルを読み込みメモリ３０に記憶する。画像送りのボタンは送り方向に応じた一対のボ
タンで構成されており、操作されたボタンに対応する送り方向に応じて次の画像が読み込
まれることになる。
【００８０】
　次に、ステップＳ７１１において、システム制御回路５０は、ステップＳ７１０におい
てメモリ３０に読み込んである次の画像ファイルに対してファイル解析処理を行い、次の
画像ファイルにおける画像の撮影情報や属性情報等を取得する。
【００８１】
　次に、ステップＳ７１２において、システム制御回路５０は、メモリ３０に読み込んで
ある次の画像ファイルの画像データを、圧縮・伸長回路３２により、画像伸長処理を行い
メモリ３０に書き込む。
【００８２】
　続いてステップＳ７１３において、システム制御回路５０は、メモリ３０にある伸長処
理済みの次の画像の表示を行う。画像の表示はステップＳ７０７と同様の処理である。ス
テップＳ７１３における画像の表示が完了するとステップＳ７０８の入力待ちに戻る。
【００８３】
　一方、ステップＳ７０９において入力が画像送りボタンではないと判定された場合、ス
テップＳ７１４において、システム制御回路５０は、当該操作入力が表示切替ボタンかど
うかを判定する。表示切替ボタンであると判定された場合、ステップＳ７１５へ進む。
【００８４】
　ステップＳ７１５において、システム制御回路５０は、メモリ５２に一時記憶されてい
る現在の表示モードを示す情報を参照し、現在の表示モードが通常表示の場合はステップ
Ｓ７１６で簡易表示処理を行う。簡易表示処理ではシステム制御回路５０はメモリ制御回
路２２を介し、画像表示メモリ２４に格納されている撮影画像に加えてファイル番号、日
付等の一部の情報も画像表示部２８に表示する。また、メモリ５２に一時記憶されている
現在の表示モードを簡易表示に更新する。
【００８５】
　またステップＳ７１５において、現在の表示モードが通常表示中でない場合は、ステッ
プＳ７１７に進む。ステップＳ７１７において、システム制御回路５０は、メモリ５２に
一時記憶されている現在の表示モードの情報を参照し、現在の表示モードが簡易表示の場
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合はステップＳ７１８で詳細表示処理を行う。詳細表示処理ではシステム制御回路５０は
メモリ制御回路２２を介し、画像表示メモリ２４に格納されている撮影画像、ステップＳ
７１６の簡易表示処理で表示する簡易情報に加えて、露出やヒストグラム等の詳細な撮影
情報も合わせて画像表示部２８に表示する。また、メモリ５２に一時記憶されている現在
の表示モードの情報を詳細表示に更新する。
【００８６】
　またステップＳ７１７において、現在の表示モードが簡易表示中でない場合は、ステッ
プＳ７１９に進む。ステップＳ７１９において、システム制御回路５０は、メモリ５２に
一時記憶されている現在の表示モードを参照し、現在の表示モードが詳細表示の場合はス
テップＳ７２０でピント確認表示処理を行う。ピント確認表示処理では画像の全体と合焦
位置や顔位置等、選択箇所の部分拡大を合わせて画像表示部２８に表示し、ピントの確認
をし易くする。このピント確認表示処理については図８及び図９を用いて後述する。
【００８７】
　ステップＳ７１９において、現在の表示モードが詳細表示でなかった場合はステップＳ
７２１に進み、システム制御回路５０は通常表示処理を行う。通常表示処理では、システ
ム制御回路５０はメモリ制御回路２２を介し、画像表示メモリ２４に格納されている撮影
画像のみを画像表示部２８に表示する。また、メモリ５２に一時記憶されている現在の表
示モードの情報を通常表示に更新する。ステップＳ７２１における通常表示処理を終える
とステップＳ７０８の入力待ちに戻る。
【００８８】
　また、ステップＳ７１４において入力が表示切替ボタンではないと判定された場合、シ
ステム制御回路５０はステップＳ７２２に進む。ステップＳ７２２では、上記以外の操作
入力に応じた処理を行う。例えば、画像の消去、画像の編集処理、マルチ再生への切り替
え、メニューボタンによるメニュー表示等である。ステップＳ７２２における操作入力に
応じた処理を終えると、システム制御回路５０は、ステップＳ７０８の入力待ちに戻る。
【００８９】
＜ピント確認表示処理＞
　図８は、図７のステップＳ７２０におけるピント確認表示処理の動作を説明するフロー
チャートである。
　ステップＳ８０１において、システム制御回路５０は、メモリ３０に格納されている再
生中の画像ファイルに対して顔情報解析処理を行う。顔情報解析処理では、対象画像ファ
イルが顔検出済みであるかを判定し、顔検出済みでない場合に顔検出を実行し顔情報を記
録する。ステップＳ８０１の顔情報解析処理は、上述の図４又は図６に示したような処理
を行う。
【００９０】
　次に、ステップＳ８０２において、システム制御回路５０は、ステップＳ８０１におい
て得られた顔の総数を顔枠数Ｊ、再生中の画像の付加情報を参照して得られる合焦枠の総
数を合焦枠数Ｉとする。この時点において、Ｉ個の合焦枠とＪ個の顔枠について、それぞ
れ合焦枠１＞合焦枠２＞・・・＞合焦枠Ｉ、顔枠１＞顔枠２＞・・・＞顔枠Ｊの順に順位
付けがなされているものとする。順位付けの指標としては例えば、合焦枠についてはＡＦ
評価値の高い順、顔枠については大きくかつ中央に近い順等が挙げられる。もちろん、順
位付けの指標についてはこれに限定するものではない。
【００９１】
　次に、ステップＳ８０４において、システム制御回路５０は、拡大表示する枠のインデ
ックス（ｉ，ｊ）を初期化する。ｉは合焦枠の中の次の拡大表示候補を示すインデックス
、ｊは顔枠の中の次の拡大表示候補を示すインデックスであり、ステップＳ８０４におい
てともに１に初期化する。
【００９２】
　ステップＳ８０５において、システム制御回路５０は、合焦枠数Ｉもしくは顔枠数Ｊの
少なくともいずれか一方が０ではない場合は、ステップＳ８０６へ進む。
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【００９３】
　ステップＳ８０６において、システム制御回路５０は、合焦枠の次の表示候補のインデ
ックスｉが合焦枠数Ｉを超えていないかどうかを判断する。ｉがＩを超えていなければ、
ステップＳ８０７において、ｉ番目の合焦枠を拡大表示し、ステップＳ８０８へ進む。ス
テップＳ８０８ではシステム制御回路５０は、インデックスｉをインクリメントし、次の
合焦枠に合焦枠表示候補を更新し、ステップＳ８１４において、撮像装置１００は入力待
ちとなる。
【００９４】
　一方、ステップＳ８０６において合焦枠表示候補のインデックスｉが合焦枠数Ｉを超え
ている場合は、次にステップＳ８０９において、顔枠表示候補のインデックスｊが顔枠数
Ｊを超えていないかどうか判断する。ｊがＪを超えていない場合は、ステップＳ８１０に
おいて、ｊ番目の顔枠を拡大表示し、ステップＳ８１１へ進む。ステップＳ８１１ではイ
ンデックスｊをインクリメントし、次の顔枠に顔枠表示候補を更新し、ステップＳ８１４
において、撮像装置１００は入力待ちとなる。
【００９５】
　また、ステップＳ８０９において、顔枠表示候補のインデックスｊが顔枠数Ｊを超えて
いる場合は、全ての合焦枠及び顔枠の拡大表示が一巡したことになるため、ステップＳ８
１２において、インデックスｉ及びｊをともに１に設定した後ステップＳ８０５に戻る。
これにより、合焦枠及び顔枠を繰り返し拡大表示できる。
【００９６】
　また、ステップＳ８０５において、合焦枠数Ｉ及び顔枠数Ｊがともに０の場合はステッ
プＳ８１３に進む。ステップＳ８１３において、システム制御回路５０は画像中央部を拡
大表示し、ステップＳ８１４において、撮像装置１００は入力待ちとなる。
【００９７】
　なお、ステップＳ８１４において、システム制御回路５０は入力待ちの状態になるが、
入力があった場合はステップＳ８１５において、入力が枠ジャンプ、すなわち枠の選択移
動の指示であるか否かを判断し、枠ジャンプであった場合はステップＳ８０４に戻る。ま
た、枠ジャンプの指示でなかった場合はステップＳ８１６において、システム制御回路５
０は、入力が表示切替ボタンによる指示か否かを判定し、表示切替ボタンと判定した場合
はステップＳ８１７において、通常表示に切替えて図７のステップＳ７０８に戻る。また
、ステップＳ８１７において入力が表示切替ボタンではないと判定された場合は、システ
ム制御回路５０はステップＳ８１８に進み、上記以外の操作入力に応じた処理を行う。
【００９８】
　図９は、図８のピント確認処理中の画像表示部２８の表示例を示す図である。図９の例
においては、画像の全体表示９１０と部分拡大枠９１５の領域の部分拡大表示９２０が含
まれる。また全体表示９１０には、合焦枠１（９１１）、合焦枠２（９１２）、顔枠１（
９１３）、及び顔枠２（９１４）が表示される。図９（ａ）は合焦枠１（９１１）の拡大
表示、図９（ｂ）は合焦枠２（９１２）の拡大表示、図９（ｃ）は顔枠１（９１３）の拡
大表示、図９（ｄ）は顔枠２（９１４）の拡大表示を行った場合の画像を示している。
　図８のピント確認処理において、枠ジャンプボタンを繰り返し押下した場合の画面遷移
は、図９（ａ）→図９（ｂ）→ 図９（ｃ）→ 図９（ｄ）→図９（ａ）→・・・となる。
すなわち、初めに合焦枠を部分拡大表示し、合焦枠をジャンプし終わったら顔枠の部分拡
大表示に移るようにしている。
【００９９】
　以上、本実施の形態においても、第１の実施の形態等と同様に、画像から顔情報を検出
し利用する際の処理負荷を低減することができ、更には、ユーザの使い勝手を向上させる
ことができる。
【０１００】
（第４の実施の形態）
＜静止画記録モード処理における顔情報解析処理＞



(17) JP 2009-182945 A 2009.8.13

10

20

30

40

50

　次に本発明の第４の実施の形態について説明する。本実施の形態は、前述第１の実施の
形態のように再生モード処理で顔情報解析処理を行うのではなく、撮影時（図２、ステッ
プＳ２０６）に顔情報解析処理を行うようにしたものである。
【０１０１】
　図１０は、本実施の形態に係る撮像装置１００の静止画記録モード処理の動作を説明す
るフローチャートである。図１０に示される静止画記録モード処理は、モードダイヤル６
６により他のモードへの切替が行われた場合や電源スイッチ６０がＯＦＦにセットされた
場合、又は割り込み処理等により終了するものとする。
【０１０２】
　システム制御回路５０は、静止画記録モードを開始すると、ステップＳ１００１におい
て撮影モードを確定する。撮影モードの確定は、不揮発性メモリ５６から前回の静止画記
録モード終了時における撮影モードを取得してメモリ５２に格納することでなされる。或
いは、ユーザにより操作部７０が操作されて撮影モードの設定入力があった場合に、その
設定入力された撮影モードをメモリ５２に格納することでなされる。
【０１０３】
　ここで、撮影モードとは撮影シーンに適したシャッター速度や絞り値、ストロボ発光状
態、感度設定等を組み合わせて実現されるモードのことである。本実施の形態の撮像装置
１００は以下のような撮影モードを有する。
【０１０４】
（１）オートモード：カメラの各種パラメータが、計測された露出値に基づいて撮像装置
１００に組み込まれたプログラムにより自動的に決定されるモード
（２）マニュアルモード：カメラの各種パラメータをユーザが自由に変更可能なモード
（３）シーンモード：撮影シーンに適したシャッター速度や絞り値、ストロボ発光状態、
感度設定等の組み合わせが自動で設定されるモード
【０１０５】
　なお、シーンモードには以下のようなモードが含まれる。
【０１０６】
（１）ポートレートモード：背景をぼかして人物を浮き立たせるようにして人物撮影に特
　化したモード
（２）夜景モード：人物にストロボ光をあて背景を遅いシャッター速度で記録する、夜景
　シーンに特化したモード
（３）風景モード：広がりのある風景シーンに特化したモード
（４）ナイト＆スナップモード：三脚なしで夜景と人物をきれいに撮るのに適したモード
（５）キッズ＆ペットモード：よく動き回る子供やペットをシャッターチャンスを逃さず
　撮影可能にしたモード
（６）新緑＆紅葉モード：新緑等の木々や葉を色鮮やかに撮影するのに適したモード
（７）パーティーモード：蛍光灯や電球のもとで、手振れを抑えて被写体に忠実な色味で
　撮影するモード
（８）スノーモード：雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残さず撮影する
　モード
（９）ビーチモード：太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物などが暗くならずに撮影
　可能なモード
（１０）花火モード：打ち上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影するためのモード
（１１）水族館モード：屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホワイトバラ
　ンス、色味を設定するモード
（１２）水中モード：水中に最適なホワイトバランスに設定し、青みを押さえた色合いで
　撮影するモード
【０１０７】
　ステップＳ１００１において撮影モードが確定すると、続いてステップＳ１００２にお
いて、システム制御回路５０は、撮像素子１４からの画像データを表示するスルー表示を
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行う。
【０１０８】
　次に、ステップＳ１００４において、システム制御回路５０は、第１シャッタースイッ
チＳＷ１（６２）がＯＮしているか否かを判定する。第１シャッタースイッチＳＷ１（６
２）がＯＦＦの場合は、ステップＳ１００２に戻り処理を繰り返す。一方、第１シャッタ
ースイッチＳＷ１（６２）がＯＮの場合は、ステップＳ１００５に進む。
【０１０９】
　ステップＳ１００５において、システム制御回路５０は、測距処理を行って撮影レンズ
１０の焦点を被写体に合わせるとともに、測光処理を行って絞り値及びシャッター時間（
シャッタースピード）を決定する。なお、測光処理において、必要であればフラッシュの
設定も行われる。
【０１１０】
　次に、ステップＳ１００６、Ｓ１００７では、第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）
と第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）のＯＮ／ＯＦＦ状態を判定する。第１シャッタ
ースイッチＳＷ１（６２）がＯＮした状態で第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯ
Ｎになると、システム制御回路５０はステップＳ１００６からステップＳ１００８に進む
。第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦになると（第２シャッタースイッチＳ
Ｗ２がＯＮせずに、更に第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）も解除された場合）、シ
ステム制御回路５０は、ステップＳ１００７からステップＳ１００２へ戻る。また、第１
シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮ、第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯ
ＦＦの間は、ステップＳ１００６、Ｓ１００７の処理が繰り返される。
【０１１１】
　第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）が押されると、ステップＳ１００８において、
システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態をスルー表示から固定色表示状態に
設定する。固定色表示状態においては、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画像処理回路
２０、メモリ制御回路２２を介して画像表示メモリ２４に書き込まれた撮影画像データの
代わりに、差し替えた固定色の画像データを表示する。具体的には、メモリ制御回路２２
、Ｄ／Ａ変換器２６を介して画像表示部２８により表示することにより、固定色の映像を
電子ファインダに表示する。
【０１１２】
　続いて、ステップＳ１００９において、システム制御回路５０は、露光処理や現像処理
を含む撮影処理を実行する。なお、露光処理では、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、画
像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いは、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１
６から、直接メモリ制御回路２２を介して、メモリ３０に撮影した画像データが書き込ま
れる。また、現像処理では、システム制御回路５０が、必要に応じてメモリ３０に書き込
まれた画像データを読み出して各種画像処理を行う。
【０１１３】
　続いて、ステップＳ１００３において、システム制御回路５０は、メモリ３０にある撮
影画像データに対して顔情報解析処理を行う。顔情報解析処理では、顔検出を実行し顔情
報を記録する。ステップＳ１００３の顔情報解析処理については、前述した図４、図６の
ような処理を行う。このようにすることで、撮影した画像全てにおいてレビュー時に必ず
顔情報解析処理を行い、顔検出が実行されるため、再生モードにおけるピント確認表示等
、顔情報を用いた処理を行う際、その度ごとに顔検出を行う必要がなく無駄な処理を省く
ことが可能になる。更には、すばやく顔情報を取得できスムーズに処理を行うことができ
る。
【０１１４】
　次に、ステップＳ１０１０において、システム制御回路５０は、画像表示部２８に対し
撮影処理で得られた画像データのレックレビュー表示を行う。レックレビュー表示とは、
撮影画像の確認のために、記録媒体への記録前に予め決められた時間（レビュー時間）だ
け画像データを画像表示部２８に表示する処理である。レックレビュー表示後、ステップ



(19) JP 2009-182945 A 2009.8.13

10

20

30

40

50

Ｓ１０１１において、システム制御回路５０は撮影処理で得られた画像データを画像ファ
イルとして記録媒体２００に対して書き込む記録処理を実行する。
【０１１５】
　ステップＳ１０１１の記録処理が終了すると、ステップＳ１０１２において、システム
制御回路５０は、第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）のＯＮ／ＯＦＦ状態を判定する
。第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＮの場合、ステップＳ１０１４において、
システム制御回路５０は、連写設定がなされているか否かを判定する。連写設定がなされ
ているならば、ステップＳ１００９、Ｓ１００３、Ｓ１０１０、Ｓ１０１１の撮影及び記
録処理を繰り返す。連写設定がなされていないならば、ステップＳ１０１２の判定を繰り
返し、第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＦＦになるのを待つ。この間、上記レ
ックレビューの表示を継続させる。即ち、ステップＳ１０１１の記録処理が終了した際に
、第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）が放されるまで画像表示部２８におけるレック
レビュー表示を継続させる。このように構成することにより、ユーザはシャッターボタン
の全押し（第２シャッタースイッチＳＷ２のＯＮ）状態を継続することで、レックレビュ
ーを用いた撮影画像データの確認を入念に行うことが可能となる。
【０１１６】
　また、ステップＳ１０１２で第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＦＦされると
、処理はステップＳ１０１２からステップＳ１０１３に進む。ステップＳ１０１３におい
て、システム制御回路５０は、予め定められたレビュー時間が経過したか否かを判断し、
レビュー時間が経過していればステップＳ１０１５に進む。
【０１１７】
　ステップＳ１０１５において、システム制御回路５０は、画像表示部２８の表示状態を
レックレビュー表示からスルー表示状態に戻す。この処理により、レックレビュー表示に
よって撮影画像データを確認した後、画像表示部２８の表示状態は次の撮影のために撮像
素子１４からの画像データを逐次表示するスルー表示状態に自動的に切り替わることにな
る。
【０１１８】
　そして、ステップＳ１０１６において、システム制御回路５０は、第１シャッタースイ
ッチＳＷ１（６２）のＯＮ／ＯＦＦを判定し、第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）が
ＯＮの場合はステップＳ１００６へ、ＯＦＦの場合はステップＳ１００２へ戻る。即ち、
シャッターボタンの半押し状態が継続している（第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）
がＯＮ）場合は、システム制御回路５０は次の撮影に備える（ステップＳ１００６）。一
方、シャッターボタンが放された状態（第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦ
）であったならば、システム制御回路５０は、一連の撮影動作を終えて撮影待機状態に戻
る（ステップＳ１００２）。
【０１１９】
　以上、本実施の形態でも、第１の実施の形態等と同様に、画像から顔情報を検出し利用
する際の処理負荷を低減することができる。
【０１２０】
（第５の実施の形態）
＜静止画記録モード処理の別の実施の形態＞
　次に本発明の第５の実施の形態について説明する。本実施の形態は、前述第４の実施の
形態における静止画記録モード処理の別の態様であり、以下の図１１に示す手順に従い処
理を行うようにしたものである。以下の実施の形態では、第４の実施の形態のようにレッ
クレビュー表示前に必ず顔情報解析処理を行うのではなく、レビューホールド中のピント
確認処理のような顔情報を必要とする処理を行う際に顔情報解析処理を行うようにしてい
る。
【０１２１】
　図１１は、本実施の形態に係る撮像装置１００の静止画記録モード処理の動作を説明す
るフローチャートである。図１１に示される静止画記録モード処理も前述の図１０の静止
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画記録モード処理と同様、モードダイヤル６６により他のモードへの切替が行われた場合
や電源スイッチ６０がＯＦＦにセットされた場合、又は割り込み処理等により終了するも
のとする。なお、ステップＳ１１０１からＳ１１０９までは前述の静止画記録モードの説
明におけるステップＳ１００１からＳ１００９と同様の処理であるため、説明は省略し、
以下では、ステップＳ１１１０以降の処理から説明を行う。
【０１２２】
　ステップＳ１１１０において、システム制御回路５０は、画像表示部２８に対し撮影処
理で得られた画像データのレックレビュー表示を行う。レックレビュー表示とは、撮影画
像の確認のために、記録媒体２００への記録前に予め決められた時間（レビュー時間）だ
け画像データを画像表示部２８に表示する処理である。レックレビュー表示後、ステップ
Ｓ１１１１において、システム制御回路５０は撮影処理で得られた画像データを画像ファ
イルとして記録媒体２００に対して書き込む記録処理を実行する。
【０１２３】
　ステップＳ１１１１の記録処理が終了すると、ステップＳ１１１２において、システム
制御回路５０は、第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）のＯＮ／ＯＦＦ状態を判定する
。第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＮの場合、ステップＳ１１１３において、
システム制御回路５０は、連写設定がなされているか否かを判定する。連写設定がなされ
ているならば、ステップＳ１１０９、Ｓ１１１０、Ｓ１１１１の撮影及び記録処理を繰り
返す。連写設定がなされていないならば、ステップＳ１１１２の判定を繰り返し、第２シ
ャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＦＦになるのを待つ。この間、上記レックレビュー
の表示を継続させる。即ち、ステップＳ１１１１の記録処理が終了した際に、第２シャッ
タースイッチＳＷ２（６４）が放されるまで画像表示部２８におけるレックレビュー表示
を継続させる。このように構成することにより、ユーザはシャッターボタンの全押し（第
２スイッチＳＷ２（６４）のＯＮ）状態を継続することで、レックレビューを用いた撮影
画像データの確認を入念に行うことが可能となる。
【０１２４】
　ステップＳ１１１２で第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＦＦされると、シス
テム制御回路５０は、ステップＳ１１１２からステップＳ１１１４へ進む。ステップＳ１
１１４において、システム制御回路５０は、操作部７０に含まれるレビューホールドボタ
ンがＯＮされたかどうかをチェックする。レビューホールドボタンがＯＮされていなかっ
た場合、ステップＳ１１１５に進む。ステップＳ１１１５において、システム制御回路５
０は、予め定められたレビュー時間が経過したか否かを判断し、レビュー時間が経過して
いればステップＳ１１１６に進む。レビュー時間が経過していなければ、ステップＳ１１
１４に戻り、レビューホールドボタンがＯＮされるか、予め定められたレビュー時間が経
過するまで、Ｓ１１１４、Ｓ１１１５を繰り返す。
【０１２５】
　ステップＳ１１１４でレビューホールドボタンがＯＮされていた場合、ステップＳ１１
０３において、システム制御回路５０は、レビューホールド処理を行う。レビューホール
ドとは、解除操作をするまで予め決められた時間（レビュー時間）に関わらず、レックレ
ビューを画像表示部２８に表示し続ける処理である。レビューホールド表示することによ
り、シャッターボタンの全押し（第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）のＯＮ）状態を
継続しないでも、レックレビューを用いた撮影画像データの確認を入念に行うことが可能
となる。レビューホールドが解除されると、システム制御回路５０は、一連の撮影動作を
終えて撮影待機状態に戻る（ステップＳ１１０２）。ステップＳ１１０３のレビューホー
ルド処理の詳細は図１１を用いて後述する。
【０１２６】
　またレビュー時間が経過した場合のステップＳ１１１６においては、システム制御回路
５０は、画像表示部２８の表示状態をレックレビュー表示からスルー表示状態に戻す。こ
の処理により、レックレビュー表示によって撮影画像データを確認した後、画像表示部２
８の表示状態は次の撮影のために撮像素子１４からの画像データを逐次表示するスルー表
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示状態に自動的に切り替わることになる。
【０１２７】
　そして、ステップＳ１１１７において、システム制御回路５０は、第１シャッタースイ
ッチＳＷ１（６２）のＯＮ／ＯＦＦを判定し、第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）が
ＯＮの場合はステップＳ１１０６に、ＯＦＦの場合はステップＳ１１０２に戻る。すなわ
ち、シャッターボタンの半押し状態が継続している（第１シャッタースイッチＳＷ１（６
２）がＯＮ）場合は、システム制御回路５０は次の撮影に備える（ステップＳ１１０６）
。一方、シャッターボタンが放された状態（第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯ
ＦＦ）であったならば、システム制御回路５０は、一連の撮影動作を終えて撮影待機状態
に戻る（ステップＳ１１０２）。
【０１２８】
＜レビューホールド処理＞
　図１２は、図１１のステップＳ１１０３におけるレビューホールド処理の動作を説明す
るフローチャートである。
　ステップＳ１２０１において、システム制御回路５０は、解除がなされるまでレックレ
ビューを画像表示部２８に表示し続けるようにレビュー時間を無限に設定する。
【０１２９】
　ステップＳ１２０１において、レビュー時間を無限に設定し終えると撮像装置１００は
入力待ちとなり、ステップＳ１２０２において、システム制御回路５０は、ユーザによる
操作入力があるかどうかをチェックする。ここでいう操作入力とは、ユーザによるボタン
、電池蓋に対する操作や、電源の低下等を知らせるイベント等が含まれる。何も入力がな
ければ入力があるまで現在の状態のまま待つ。何らかの操作入力があった場合、ステップ
Ｓ１２０３へ進む。
【０１３０】
　ステップＳ１２０３において、システム制御回路５０は、当該操作入力が第１シャッタ
ースイッチＳＷ１（６２）又は第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）の入力かどうかを
判定する。操作入力が第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）又は第２シャッタースイッ
チＳＷ２（６４）であった場合、システム制御回路５０は、レビューホールドを解除し処
理を終了する。ここでは、レビューホールドの解除を指示するボタンとして第１シャッタ
ースイッチＳＷ１（６２）又は第２シャッタースイッチＳＷ２（６４）を用いるようにし
たが、解除を指示するボタンは別のボタンに割り当ててもよくこの限りではない。
【０１３１】
　ステップＳ１２０３において入力が第１シャッタースイッチＳＷ１（６２）及び第２シ
ャッタースイッチＳＷ２（６４）ではないと判定された場合、ステップＳ１２０４におい
て、システム制御回路５０は、当該操作入力が表示切替ボタンかどうかを判定する。表示
切替ボタンであると判定された場合はステップＳ１２０５へ進む。
【０１３２】
　ステップＳ１２０５において、システム制御回路５０は、メモリ５２に一時記憶されて
いる現在の表示モードの情報を参照し、現在の表示モードが通常表示の場合はステップＳ
１２０６で詳細表示処理を行う。詳細表示処理では、システム制御回路５０は、メモリ制
御回路２２を介し、画像表示メモリ２４に格納されているレビュー画像に加えて、ファイ
ル番号、日付、露出やヒストグラム等の詳細な撮影情報も合わせて画像表示部２８に表示
する。また、メモリ５２に一時記憶されている現在の表示モードの情報を詳細表示に更新
する。
【０１３３】
　一方、ステップＳ１２０５において、現在の表示モードが通常表示中でない場合は、ス
テップＳ１２０７に進む。ステップＳ１２０７において、システム制御回路５０は、メモ
リ５２に一時記憶されている現在の表示モードの情報を参照し、現在の表示モードが詳細
表示の場合はステップＳ１２０８でピント確認表示処理を行う。ステップＳ１２０８のピ
ント確認表示処理では、前述した図８のような処理を行う。
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【０１３４】
　また、ステップＳ１２０７において、現在の表示モードが詳細表示でなかった場合はス
テップＳ１２０９において、システム制御回路５０は通常表示処理を行う。通常表示処理
では、システム制御回路５０はメモリ制御回路２２を介し、画像表示メモリ２４に格納さ
れているレビュー画像のみを画像表示部２８に表示する。また、メモリ５２に一時記憶さ
れている現在の表示モードの情報を通常表示に更新する。ステップＳ１２０９における通
常表示処理を終えるとステップＳ１２０２の入力待ちに戻る。
【０１３５】
　また、ステップＳ１２０４において入力が表示切替ボタンではないと判定された場合、
ステップＳ１２１０に進む。ステップＳ１２１０では、システム制御回路５０は、上記以
外の操作入力に応じた処理を行う。例えば、画像の消去、画像の拡大表示処理等である。
ステップＳ１２１０における操作入力に応じた処理を終えるとステップＳ１２０２の入力
待ちに戻る。
【０１３６】
　以上、本実施の形態でも、第１の実施の形態等と同様に、画像から顔情報を検出し利用
する際の処理負荷を低減することができる。
【０１３７】
　なお、本発明に係る画像処理装置は、撮像装置に適用するだけでなく、パーソナルコン
ピュータ等においても適用可能である。また、撮像機能付き携帯電話或いはＰＤＡ等にお
いても適用可能である。
【０１３８】
　また、本発明を実現するために、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプ
ログラムコード（コンピュータプログラム）を記録した記憶媒体を用いても良い。この場
合には記憶媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ
（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行するこ
とによって本発明の目的が達成される。
【０１３９】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１４０】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１４１】
　また、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（基
本システム或いはオペレーティングシステム）等が実際の処理の一部又は全部を行う場合
も含まれることは言うまでもない。
【０１４２】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
てもよい。この場合には、書き込まれたプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張
ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行ってもよい
。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る撮像装置の全体的な動作を説明するフローチャートで
ある。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置の再生モード処理の動作を説明するフ
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ローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置の顔情報解析処理の動作を説明するフ
ローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置の顔検出処理の動作を説明するフロー
チャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置の顔情報解析処理の動作を説明するフ
ローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置の再生モード処理の動作を説明するフ
ローチャートである。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置のピント確認表示処理の動作を説明す
るフローチャートである。
【図９】上記ピント確認処理中の画像表示部の表示例を示す図である。
【図１０】本発明の第４の実施の形態に係る撮像装置の静止画記録モード処理の動作を説
明するフローチャートである。
【図１１】本発明の第５の実施の形態に係る撮像装置の静止画記録モード処理の動作を説
明するフローチャートである。
【図１２】本発明の第５の実施の形態に係る撮像装置のレビューホールド処理の動作を説
明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１４４】
１４　撮像素子
２０　画像処理回路
２２　メモリ制御回路
２４　画像表示メモリ
２８　画像表示部
３０　メモリ
５０　システム制御回路
５２　メモリ
５４　表示部
１００　撮像装置
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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